
　

国
や
特
殊
法
人
（
公
団
・
事
業
団
・

銀
行
・
公
庫
）
な
ど
の
業
務
、
北
海
道

や
市
の
業
務
に
関
す
る
苦
情
や
意
見
、

要
望
を
お
持
ち
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
堅

く
守
ら
れ
ま
す
。

▼
日
時　
　

月　

日
�　
　

時
〜　

時

12

15

10

12

▼
場
所　

登
別
郵
便
局
（
Ｊ
Ｒ
幌
別
駅

　

西
口
前
）

▼
行
政
相
談
委
員　
 
山  
形  
貞  
子 
さ
ん
、

や
ま 
が
た 
さ
だ 

こ

　
 
前  
川  
博 
さ
ん

ま
え 
か
わ 
ひ
ろ
し

▼
問
い
合
わ
せ　

情
報
推
進
課
（
広
報

　

広
聴
）
（
�
○８５
 

６
５
８
６
）

　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
登
別
市

16

に
住
所
が
あ
り
、
平
成　

年
３
月　

日

16

31

現
在
、　

歳
以
上
の
方
で
、
次
の
①
か

20

ら
③
に
該
当
す
る
方
は
、
農
業
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
を
し
て
く

だ
さ
い
。

①
面
積　

㌃
（
３
反
歩
）
以
上
の
農
地

30

　

で
耕
作
の
業
務
を
営
む
方

②
前
記
①
の
方
と
同
居
し
て
い
る
親
族

　

ま
た
は
そ
の
配
偶
者
で
、
年
間　

日
60

　

以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
方

③
面
積　
 
㌃ 
以
上
の
農
地
で
耕
作
の
業

30

　

務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合
員

　

ま
た
は
社
員
で
、
年
間
原
則　

日
以

150

　

上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
方

▼
申
込
方
法　

所
定
の
様
式
に
必
要
事

　

項
を
記
入
の
上
、
１
月　

日
�
ま
で

10

　

に
農
業
委
員
会
事
務
局
へ
持
参
ま
た

　

は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　

農
業
委

　

員
会
事
務
局
（
�
○８５
 

９
１
９
０
）

　

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

は
、
大
学
構
内
を
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

で
飾
り
、
訪
れ
た
方
に
そ
の
空
間
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

▼
日
時　
　

月　

日
�
・　

日
�　
　

12

13

14

16

　

時
〜　

時
22

▼
場
所　

室
蘭
工
業
大
学
構
内

▼
問
い
合
わ
せ　

斉
藤
さ
ん
（
�　

－090

　

５
９
８
６－
５
８
７
６
）

 
『
広
報
の
ぼ
り
べ
つ
』　

月
号
の
特

11

集
『
新
し
い
中
等
教
育
を
目
指
し
て
』

の
中
で
、
５
ペ
ー
ジ
『
登
別
に
ふ
さ
わ

し
い
中
等
教
育
学
校
と
す
る
た
め
に
』

の
項
目
の
１
行
目
、
「
市
は
、
平
成　
17

年
度
に
設
置
が
…
」
は
、
「
市
は
、
平

成　

年
に
設
置
が
…
」
の
誤
り
で
し
た
。

19
訂
正
し
て
お
わ
び
し
ま
す
。

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の

登
録
を
し
ま
し
ょ
う

一
日
行
政
相
談
を
偶
数
月
に

開
催
し
て
い
ま
す

室
蘭
工
業
大
学
構
内
で
『
イ
ル

ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

2
0
0
3
』
を
開
催
し
ま
す
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　市は１１月中旬から除雪作業の出動態勢を整え、
市が委託した業者の除雪車と、市が所有する除
雪車で除雪作業を行っていますが、次のことに
ついてみなさんのご協力をお願いします。
◎路上駐車をしないでください
　路上駐車があると、除雪作業ができません。
また、道路内に看板などの障害物（車両の出入
用の鉄板や木材など）が放置されると、除雪作
業の妨げになり、効率的で安全な除雪作業を行
うことができません。
◎道路に雪を出さないでください
　除雪された道路に雪を捨てると、道幅が狭く
なり、わだちができやすいことから、大変危険
です。
◎除雪車に近づかないでください
　除雪作業中の安全を確保するために、除雪車
には近寄らないように十分注意してください。

問　い　合　わ　せ
土　木　課（○８５ ３２６０）

���

情報あら

��������	�
　水道凍結の起こりやすい季節になりました。気
温が氷点下になると、日中でも水道が凍結するこ
とがあります。
　冬期間の水道の凍結には十分注意しましょう。

　水道が凍結したときは、蛇口の上から床板
までの給水管にタオルを巻き付け、全体が温
まるようにお湯を少しずつかけると、軽い凍
結であれば水が出てきます（破裂する恐れが
あるので、直接、熱湯はかけないでくださ
い）。
　それでも水が出ないと
きは水道工務課へご連絡
ください。

凍結時の連絡先

水道工務課（�○８５ ５５１０）
※土・日曜日、祝日、夜間、年末年始は
　市役所代表（�○８５ ２１１１）

訂
正
と
お
わ
び


